
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

小山田地区市民センター
ＴＥＬ：３２８－１００１

ホームページアドレス

http://oyamada3320.sakura.ne.jp

平成３１年４月２０日

２号

５月１０日（金）５月１０日（金）５月１０日（金）５月１０日（金）
JAJAJAJA小山田支店小山田支店小山田支店小山田支店 １０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０

鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場 １０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０

勇退されました自治会長は次の方です。小山田地区活動に

多大なご尽力をいただき、ありがとうございました。

・井上 進さん（和無田町） ・矢田 延人さん（西山町）

平成３１年度連合自治会役員と各町自治会長の皆様です。よろしくお願いいたします。

（ 敬称略 ）町 名 自治会長名 連合自治会役職

内山町

鹿間町

堂ヶ山町

小山町

西山町

和無田町

山田町

美里町

六名町

会長

副会長

書記・会計

監査

監査

里中 俊雄

平山 眞二

矢田 正信

鈴木 高太郎

河合 正行

伊藤 豊

岸本 久義

伊藤 浩一

濱口 淳一

募集人数：１人

任用期間：令和２年（２０２０年）３月３１日まで（更新の可能性あり）

勤務場所：小山田地区市民センター（四日市市山田町１３７３－３）

勤務内容：事務補助、施設清掃など

勤務日数：月１６日程度（土・日・祝日・年末年始を除く）

勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分

賃 金：時給８９０円（交通費は別途支給）

その他：四日市市臨時職員の任用に関する要綱による

ご応募いただいた方には後日面接の日程をご連絡いたします。

ご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。

問い合わせ：市民生活課 ＴＥＬ３５４－８１４６



優優優優 勝勝勝勝 伊藤伊藤伊藤伊藤 忍忍忍忍 さんさんさんさん （（（（山田山田山田山田町）町）町）町）

準優勝準優勝準優勝準優勝 平尾平尾平尾平尾 誠幸誠幸誠幸誠幸 さんさんさんさん （山田（山田（山田（山田町町町町））））

３３３３ 位位位位 並木並木並木並木 勝己勝己勝己勝己 さんさんさんさん （（（（鹿間鹿間鹿間鹿間町）町）町）町）

３月３１日（日）におやまだ桜まつりが開催され、沢山の

方々で賑わいました。

また、桜まつりの一環として体育振興会主催のグラウ

ンドゴルフ大会が小山田地区市民センター西グラウンド

ゴルフ場にて、開催されました。成績は右の通りです。

日 時：５月２０日（月） １４：００～１５：００

場 所：小山田地区市民センター ２階 会議室

定 員：２０名 ＊定員になりしだい締め切らせていただきます。

・上手に育てて、フォ
トコンテストにもご

参加ください。

・ゴーヤの苗を１人
２苗配付します。

小山田地区市民センター窓口または電話にてお申し込みください。

小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１

再再再再 掲掲掲掲

申込受付中申込受付中申込受付中申込受付中

ウラ面もご覧くださいウラ面もご覧くださいウラ面もご覧くださいウラ面もご覧ください

環境保全課

「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。

本 選：１０月２０日（日） 文化会館第１ホール 司会・進行：青島広志さん

応募資格：家族による２人以上のアンサンブル（合奏・合唱）で、ジャンルは問いません

参 加 料：１グループにつき２，０００円

応募方法：応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募資料を

下記実行委員会まで送付してください。

※※※※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、文化会館、詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、文化会館、詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、文化会館、詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、文化会館、

各地区各地区各地区各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。

申込み／問い合わせ

全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（四日市市 文化振興課内）

〒５１０－８６０１ 四日市市諏訪町１－５ＴＥＬ：３５４－８２３９ ＦＡＸ：３５４－４８７３

ホームページ：http://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/ メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp

締切締切締切締切

７月１８日（木）７月１８日（木）７月１８日（木）７月１８日（木）

必着必着必着必着

募集中



募集人数：１人

職務内容：地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務

任 期：令和元年７月１６日から令和２年３月３１日（再任用する場合もあります）

勤 務 地：日永地区市民センター（四日市市日永西三丁目２番１８号）

主な受験資格：次の要件を全て満たす人

①これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人

②地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人

③民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、

３年以上経過していること

④夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人

⑤四日市市に在住する人

募集期間：平成３１年４月２２日（月）から５月２０日（月）（必着）

応募方法：市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、

市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。

持参の場合は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の８：３０～１７：１５までにお願いします。

問い合わせ：市民生活課 ＴＥＬ：３５４－８１４６

毎月第２、第４
水曜日に開催

○対象者○ 市内に在住する原則６０歳以上の人で、健康で働く意欲がある人

○定期入会説明会○ ５月 ８日（水）１３：３０～ シルバー人材センター（十七軒町）

５月２２日（水）１３：３０～ あさけプラザ ２階 第１小ホール

６月１２日（水）１３：３０～ シルバー人材センター（十七軒町）

６月２６日（水）１３：３０～ あさけプラザ ２階 第１小ホール

○持ち物○ 筆記用具 ※当日入会手続きをしていただく場合は、次の①～④もご持参ください

①印鑑 ②年会費 ３，６００円

③銀行か郵便局の通帳（本人名義のもの） ④運転免許証、保険証など本人確認ができるもの

○その他○ あさけプラザへの問い合わせはご遠慮ください

○問い合わせ○ シルバー人材センター ＴＥＬ：３５４－３６７０ ＦＡＸ：３５１－４８３０

※料金：無料

問い合わせ：こども子育て交流プラザ 東新町２６－３２ 橋北交流会館４階 ＴＥＬ：３３０－５０２０

５月２日・３日（木・金） 10：30～15：00

お茶の季節を楽しもう

どなたでも

日 時 内 容 対 象 その他

５月６日（月）
開場１３：４０～ 上映開始１４：００～

５月１８日（土） １３：３０～１５：００

５月１９日（日） １３：３０～１５：００

どなたでも

小中学生とその家

族（幼児は４歳児か

ら、保護者同伴）

小学生～中学生

ダンボールハウス作り

プラザ上映会

卓球大会

定員なし 軍手持参

定員なし

上ぐつ、動きやすい服装

定員３０名（申込制）

エプロン、三角巾、手ふき



子育てを地域で支えあう 四日市市ファミリー四日市市ファミリー四日市市ファミリー四日市市ファミリー ････ サポートサポートサポートサポート ・・・・ センターセンターセンターセンター

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、平成２８年度より

依頼会員向けの講習会を実施しています。新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用

されている方も、受講してください。

日 時：７月６日（土） １３：００～１５：００

※講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きを行います。

場 所：三浜文化会館（予定）

定 員：会場の都合により、３０名程度といたします。（先着順に受け付けます）

託 児：有り （無料） ※事前にお申し込みください。

申込方法：電話にてお申し込みください。

申込み･問い合わせ：四日市市ファミリー・サポート・センター ＴＥＬ／ＦＡＸ：３２３－００２３

（ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

場所：三浜文化会館

申込：電話にて５月１１日（土）までにお申し込みください。

テキスト代：２,０５０円

その他：託児あり（無料） ※事前にお申し込みください。

申込・問い合わせ：四日市市ファミリー・サポート・センター （NPO法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

ＴＥＬ／ＦＡＸ：３２３－００２３

ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう会員組織です。

あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？受講開始から１年以内に受講を完了すれば、

援助会員として登録できます。１講座からでも受講できます。

本市では６０２人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。

民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。

また、児童委員は、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当す

る主任児童委員がいます。

民生委員・児童委員、主任児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれ

が担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じています。行政を

はじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」として、さまざまな活動に取り組んで

います。福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談ください。

問い合わせ：健康福祉課 ＴＥＬ：３５４－８１０９ ＦＡＸ：３５９－０２８８


